
 

特定非営利活動法人 羽村市体育協会 

- スポーツトレーナー募集要項 - 
 

１  採用時期・募集人員  平成 31 年 4 月 1 日   若干名  

 

２  主な業務  

(1) 羽村市スポーツセンター内トレーニングルーム利用者に対するエアロビクス・  

トレーニングマシン等の実技指導他  

(2) 健康づくり教室等や各種スポーツ教室の企画、指導及び補助に関すること。  

(3) 市からの委託事業の運営に関すること。  

(4) 健康・体力づくり全般に関すること。  

 

３  応募資格  

平成 10 年４月２日から昭和 57 年 4 月 1 日までに生まれた方で、大学卒業・短期

大学、または専門学校を卒業した方及び卒業見込みの方  

 

４  応募に必要な書類及び応募手続き  

(1) 自筆の身上調書または履歴書 (写真添付 ) 

(2) 卒業 (見込み )証明書  ＊最終学校のもので卒業証書の写しでも可  

(3) 健康診断書  

＊受験者本人が必要書類を持参して、手続きをしてください。  

 

５  応募手続き  

(1) 受付期間  平成 31 年 2 月 1 日 (金 )から  

平成 31 年 2 月 10 日 (日 )まで  

 

(2) 受付時間  午前９時から午後５時まで  

(3) 受付場所  特定非営利活動法人  羽村市体育協会  事務局  

(羽村市スポーツセンター２階 ) 

羽村市羽加美１-29-５   電話 042-555-1698 

交通  JR 青梅線羽村駅下車徒歩 15 分  

 

 

 

 

 



６  試   験  

(1) 日   時  平成 31 年 2 月 12 日 (火 ) 

午後 1 時 00 分～4 時 00 分 (予定 ) 

(2) 会   場  羽村市スポーツセンター会議室 (２階 )及びトレーニングルーム  

(3) 内   容  筆記 (専門分野 )、面接、実技 (リズム運動 ) 

運動のできる服装・室内用運動靴を用意してきてください。  

 

７  雇用条件  

(1) 雇用期間  採用日から、１年間  更新あり  

(2) 勤務日数  週５日 (土・日・祝日含む ) 

(3) 勤務時間  1 日につき 7 時間 (Ａ･Ｂ勤務による２交代制 ) 

Ａ勤務：午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分  

Ｂ勤務：午後 1 時から午後 9 時  

いずれも休憩時間 (1 時間 )あり  

(4) 勤務場所  原則として羽村市スポーツセンター  

(5) 給 与 等 初任給 193,400 円、交通費支給  

（特定非営利活動法人羽村市体育協会規定による ) 

(6) 福利厚生  有給休暇 (採用６ヶ月以降 )と特別休暇あり社会保険、労災保険、雇用

保険に加入  

 

８  その他  

採用予定者は、原則として、平成 30 年 3 月中に、1 週間程度の研修を受けていた

だきます。 (交通費支給 ) 

 

９  問い合わせ  特定非営利活動法人  羽村市体育協会  事務局  

電話  042-555-1698 

ホームページ http://www.hamura-taikyo.npo-jp.net/ 

        E-mail： taikyou@herb.ocn.ne.jp 
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